
調達管理番号(22a00029)

２０２２年４月２７日
独立行政法人国際協力機構

１)

２)

３)

①  PDFファイル（Acrobat10.0形式以下で作成
したもの）

②  画像ファイル（JPEG形式またはGIF形式）

③  上記に加え特別に認めたファイル形式

１ 公告日
２０２２年４月２７日

２ 契約担当役
理事 植嶋　卓巳

３ 競争入札に付する事項
・件名 :マダガスカル国「コメセクター生産性向上及び産業化促進支援プロジェクト」向け機材
・主要調達機材名及び仕様（詳細は機材仕様明細書を参照）:

インキュベーター、自走式脱穀機、自動石抜き機等
（１） 取引条件：船積渡し
（２） 輸出者：受注者（ただし、on behalf of JICA）
（３） 船積空港：日本国内の国際港、空港
（４） 仕向空港：マダガスカル国タマタブ港、アンタナナリボ国際空港
（５） 引渡期限：２０２３年３月１５日

入札説明書
【電子入札システム対象案件】

　独立行政法人国際協力機構の「マダガスカル国「コメセクター生産性向上及び産業化促進支援プロジェ
クト」向け機材」の調達に係る入札公告に基づく入札等については、当機構一般契約事務取扱細則(平成
15年細則(調)第8号。以下「細則」という。) に定めるもののほか、この入札説明書によるものとしま
す。

　本業務受注者選定は、競争参加資格申請書の提出及び入札等を電子入札システムにより行う電子入札対
象業務ですので、以下の点にご留意ください。

本業務の入札は電子入札システムのみで実施します。従来の紙入札や、PDFを併用しての入札は行い
ません。

入札手続きは電子入札システムのみで実施しますので、提出書類の授受は電子入札システム経由のみ
となります。提出書類のメール送付、郵送及び持参は認めませんのでご注意ください。

2 Microsoft Excel Excel2016 形式以下での保存

3 その他のアプリケーションソフト

電子入札経由での提出書類（添付ファイルの送付）のアプリケーションソフトは以下のとおりです。

番号 使用するアプリケーションソフト 保存するファイルの形式

1 Microsoft Word Word2016 形式以下での保存
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４ 担当部署等
（１） 担当部署

郵便番号１０２-８０１２
東京都千代田区二番町５番地２５ 二番町センタービル
独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部契約第三課（機材調達班）
TEL: ０３-５２２６-６６４３
FAX: ０３-５２２６-６３２４
メール:e_sanka@jica.go.jp

（２） 書類授受・提出場所、送付先

【電子入札システムポータルサイト】
https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html

５ 競争参加資格
（１） 契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。
（２）

ア．

イ．

ウ． 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ． 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
オ． 正当な理由がなくして契約を履行しなかった者
カ．

輸出実績を有する者

ア. 

（４） 公告日において、令和０１・０２・０３年度もしくは令和０４・０５・０６年度全省庁統一資格
の全省庁統一資格にて「物品の製造」又は「物品の販売」の格付けを有する者						

（５）
（６） 当機構から「独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程」(平

成20年規程(調)第42号) に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている期間中でないこと。

（７） 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、民事
再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定
後、再認定を受けた者を除く。)でないこと。

予め機構が設定した締切日時までに必要となる書類の提出、授受を電子入札システムで行います。

次の各号の一に該当すると認められる者であって、その事実があった後２年を経過しない者でな
いこと。
契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して
不正の行為をした者
公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者

前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行にあたり、代理人、支
配人その他の使用人として使用した者

（３） 入札代理人を使用する場合は、（１）及び（２）の規定に該当する者を入札代理人として使用す
る者

（８） 競争から反社会的勢力を排除するため、競争に参加しようとする者（以下、「応募者」とい
う。）は、以下のいずれにも該当しないこと、および、当該契約満了までの将来においても該当
することはないことを誓約し、入札書等の提出をもって、誓約したものとします。なお、当該誓
約事項による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、入札書等を無効と
します。
応募者の役員等（応募者が個人である場合にはその者を、応募者が法人である場合にはその役員
をいう。以下同じ。）が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、
特殊知能暴力団等（これらに準ずるもの又はその構成員を含む。平成16年10月25日付警察庁次長
通達「組織犯罪対策要綱」に準じる。以下、「反社会的勢力」という。）である。
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イ. 反社会的勢力が応募者の経営に実質的に関与している。
ウ．

エ. 

オ．

カ． 応募者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
キ．

６ 競争参加資格確認の申請
（１）

ア. 
２０２２年４月２８日正午

イ. 
２０２２年５月１７日正午

ウ． 提出書類：

（２）

（３） その他
ア. 

イ. 提出された申請書等は、返却しません。
ウ． 一旦提出された申請書等の差し替え又は再提出は認めません。
エ． 申請書に関する問い合わせ先は、上記4.を参照ください。 

７ 競争参加資格がないと通知された者に対する理由の説明
（１）

ア. 提出期限：２０２２年５月２６日正午
イ. 提出場所：上記４．参照 
ウ． 提出方法：メール

（２）

８ 本件入札に関する質問
（１）

ア. 質問受付期限:２０２２年５月１７日正午
イ. 

発注者は、提出された申請書を、本件の競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用すること
はありません。

競争参加資格がないと認められた者は、当機構に対して競争参加資格がないと認めた理由につい
て、書面（様式は任意）により説明を求めることができます。

機構は、説明を求めた者に対し、２０２２年５月３１日までに書面（PDF）によりメールにて回
答します。

機材仕様明細書の内容等、この入札案件に関する質問がある場合は、次に従い所定の様式により
提出してください。

提出方法：当方での取りまとめの都合上、メールでのご提出をお願いいたします。
当機構よりメールを受信した旨の返信メールをお送りします。
送付先：e_sanka@jica.go.jp
メールタイトル：【入札説明書への質問（社名●●）】22a00029：マダガスカル国「コメセク
ター生産性向上及び産業化促進支援プロジェクト」向け機材

その他、応募者が東京都暴力団排除条例（平成２３年東京都条例第５４号）に定める禁止行為を
行っている。

本競争の参加希望者は、電子入札システムにより競争参加資格確認申請書等提出書類を提出し、
同システムを介して発注者から書類の授受の確認及び競争参加資格の有無について確認通知を受
けなければなりません。
なお、下記の締切日時までに必要書類を提出しない者及び競争参加資格がないと通知された者
は、競争に参加することができません。
競争参加資格申請書受付開始予定日時：

競争参加資格申請書受付締切予定日時：

令和０１・０２・０３年度もしくは令和０４・０５・０６年度全省庁統一資格審査結果通知書
(写)（「物品の製造」又は「物品の販売」で格付けの指定はありません）
電子入札システムの競争参加資格申請時に上記書類をPDF等に変換のうえ添付ファイルとして送
付ください。
競争参加資格の確認の結果は２０２２年５月２３日付までに電子入札システムにより通知しま
す。２０２２年５月２３日までに結果が通知されない場合は、上記４．にお問い合わせくださ
い。

応募者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える
目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
応募者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若
しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
応募者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
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ウ．

（２） 質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供します。
ア. 

https://www.jica.go.jp/chotatsu/kizai/ippan/koji2021.html
イ. 

ウ．

９ 辞退書の提出
（１）

辞退書提出期限：入札書受付締切予定日時まで
（２）

（３） その他
ア. 提出された辞退書は、返却しません。
イ. 提出期限以降における辞退書の取り消しは認めません。
ウ． 辞退書に関する問い合わせ先は、上記４．参照。 

１０入札執行（入札）の日時

（１） 入札書受付開始予定日時:２０２２年６月６日正午
（２） 入札書受付締切予定日時:２０２２年６月１３日正午
（３） 開札予定日時：２０２２年６月１４日１４時
（４）

１１入札者の失格

１２入札方法等
（１） 電子入札システムのみで入札を行います。
（２）

ア. 機材仕様明細書に示される全品目に対する機材代金
イ. 梱包条件書に基づく輸出梱包にかかる費用 
ウ． 輸送条件書に基づく輸送にかかる費用

２０２２年５月２５日に以下のURLの「質問回答」欄に掲示する予定です。質問内容によっては
回答作成に時間を要する場合もありますが、２０２２年５月２７日までに掲示します。

質問回答は、掲載後に追加されて再掲載することがありますので、入札書提出までに必ず確認し
てください。
質問を受け確認したことによって、仕様・数量等が変更されることがあります。また、質問がな
い場合にも訂正が生じることがあります。いずれも「質問回答」欄に掲載しますので、本件競争
参加希望者は、質問提出の有無にかかわらず、必ずご確認ください。入札金額は、掲載した全て
の回答・訂正が反映されたものと見なされます。

競争参加資格の確認を受けた者が競争参加を辞退するときは、電子入札システム「辞退書_提
出」ボタンから辞退届を提出することとなっています。

（１）の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以後の資格の確認等について
不利益な取扱いを受けるものではありません。

当機構契約事務取扱細則第１４条第２項「前項に定める競争入札の執行における開札は、立会いによ
るものに代えて、インターネット上に設置する電子入札システムにより行うことができるものとす
る」を適用し、電子入札システムで入札を実施します。

注意:質問受付期限を過ぎてから届いた質問及び口頭による質問に対してはお答えできませんの
であらかじめ了承願います。
本件については、機材仕様明細書に参考銘柄として記載しているもの以外のものを提案したい場
合は、必ず提出期間内にその銘柄のカタログを添付して採用の可否につきメールで質問してくだ
さい。

なお、再入札の可能性もあるため、入札者は開札予定日時に電子入札システムを操作できる場所で待
機願います。再入札については、発注者から再入札実施日時を通知しますので、指定時間中に再入札
書を電子入札で提出願います。
また、時間内に再入札もしくは辞退の意思表示がなされない場合には失格となります。

再入札の場合は、発注者からのメール及び電子入札システムにより再入札の指示以降、上記同様
に再入札書受付開始/締切及び開札予定日時を電子入札システムで確認した上で再入札書を提出
して下さい。

入札書受付締切予定日時までに入札書を提出しなかった場合（再入札時の場合も含む）には入札者を
失格とします（受注者側のPCのトラブルによる場合も含む）。
その他入札執行者の指示に従わなかったときも失格とします。

以下の費用を含んだ総価（円）をもって入札金額とします。ただし、輸入通関は相手国政府の責
任と費用負担で行います。
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エ． 技師派遣条件書に基づく派遣にかかる費用
（３）

（４）
（５） 一旦提出した入札書は、引換、変更又は取消すことができません。
（６）

（７） 入札保証金は免除します。

１３入札の無効
次のいずれかに該当する入札は無効とします。

（１） 競争に参加する資格を有しない者のした入札
（２） 談合、競合等による不正行為に基づく不適切な入札

１４落札者の決定方法
（１）
（２）

１５入札手順等開札までに行うべきこと
（１） 入札の手順

ア. 開札までに行うべきこと

イ. 開札

ウ. 再入札及び不落随意契約交渉
(ア) 

(イ) 

（２） 入札途中での辞退

（３） 落札者と宣言された者の失格

本件は、輸出申告の名義を落札者とする輸出取引であり、契約金額に消費税はかかりません。

海外向け機材調達にかかる各種手続きは、「JICA海外向け機材調達の手引き（高額機材）」に記
載しています。本入札で使用する所定の入札書式及び一般的な配慮事項等が含まれていますの
で、入札に参加する方は予め内容をご確認のうえ入札してください。同手引は次のURLからダウ
ンロードできます。
https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/oversea/ku57pq00000qsp1h-
att/i201702_tebik.pdf

発注者の予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。
落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムの抽選機能により
落札者を決定します。

入札者は電子入札システムにより入札書締切予定日時までに入札金額を入力・提出します。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とします。海上貨物保険料は
入札金額及び落札金額に含みませんが、落札後、発注者が特約を締結している保険会社から特約
条件の貨物海上保険料を加算して契約金額とします。

落札者と宣言された者について、入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することが
公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合には当
該落札者を失格とし、改めて落札者を決定する場合があります。

入札執行者は、開札時刻に電子入札システムにより開札し、入札結果をシステム上で入札者に開
示します。

開札後、再入札が発生した際には入札者は電子入札システムにより再入札通知書に記載の入
開札の結果、すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに２回目の再入札を行
います。２回まで行っても落札者がないときは、入札を打ち切り、入札金額の最も低いもの
から、順次不落随意契約の交渉を行う場合があります。
なお、１回目もしくは２回目の再入札が応札者全員の辞退による不調に終わった場合には、
その前の入札における入札金額の最も低いものから、順次不落随意契約の交渉を行うことが
あります。
また、上記経緯による不落随意契約の交渉が不調であった場合には、再入札を辞退した者と
の間でも不落随意契約交渉を行う場合があります。

「不調」の結果に伴い、再入札を辞退する場合は、「辞退」表示を選択して必要事項を記入の
上、提出して下さい。
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１６内訳書の提出、契約書作成及び締結
（１）

（２）

（３）

（４）
https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/oversea/op_tend.html

（５） 雛型名称：船積渡し
（６） 契約保証金は免除します。

１７契約締結後の提出書類
（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

１８安全保障輸出管理
（１）

（２）

（３）

（４）

落札者は、当機構が特約を締結している保険会社から特約条件の貨物海上保険料の見積り（料率
は特約で定めています。保険料の現場戻しはありません。）を取り付け、落札価格に海上貨物保
険料を加算した最終見積書を提出するものとします。当機構は最終見積金額を査定のうえ、契約
金額を確定します。なお、落札者は保険申込み及び保険料払い込みを行いますが、被保険者は当
機構になります。
落札者は、入札日の翌日から起算して7営業日以内に内訳書を提出してください。７営業日以内
に内訳書の提出がない場合には、当該落札者を失格とすることもあります。
当機構における内訳書の確認及び内部手続きの完了後、契約相手と決定された者は、契約書
（案）を雛型に基づき作成してください。(契約書の日付は、内訳書の確認及び当機構の内部決
裁が完了後に当機構が指定します。)
契約書（案）の雛型は、当機構ホームページの次のURLに掲載する雛型のとおりです。

受注者は、危険品及び温度管理品について、契約締結後30日以内にその有無を所定の様式により
当機構に提出するものとします。

輸出規制法規による輸出許可・承認の取り付けが必要な場合は、受注者が輸出許可・承認を申請
するものとします。当機構は、当該物品の許可・承認に必要な情報のうち当機構が保有する情報
を受注者に提供します。
当該物品の許可・承認の取得が不可能であると判断される場合には、当該物品及び同物品の使用
に不可欠な附属物品の発注を取り止め、当該物品の契約を解除します。

受注者は、検疫、梱包材の燻蒸証明取り付け、その他各種許可承認等の手続きが必要な場合、受
注者の責任において行ってください。仕向国での輸入手続きに原産地証明、領事査証等が必要な
場合に提出を求めることがあります。
受注者は、輸送書類を契約書に定める期限までに作成し、当機構に提出するものとします。提出
が遅延したことにより発生する費用（倉庫料等）に関しては、受注者負担とします。

薬品を調達する場合は、受注者は、納品予定日の７営業日前までに、その有効期限を所定の様式
により当機構に提出するものとします。
危険品があるときは、受注者は、契約締結後３０日以内に、安全データシートを当機構に提出す
るものとします。

受注者は、その責任において適切な輸出手続きと輸送を行うものとし、全品目について、外国為
替及び外国貿易法（昭和24年法律第228号）、輸出貿易管理令（昭和24年政令第378号）、その他
の輸出関連法規及び米国輸出規則（以下、まとめて「輸出規制法規」という。）による輸出規制
該当品の有無を確認し、契約締結から３０日以内にその結果を所定の様式により当機構に提出す
るものとします。
受注者は、輸出規制法規による該非の判定に必要な資料（項目別対比表、パラメーターシート、
米国輸出規則の輸出規制品目分類番号（ECCN）等）を、契約締結後３０日以内に当機構に提出す
るものとします。
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１９留意事項
（１）

（２）
（３）

（４）

ア. 

イ. 

ウ． 全品目の梱包才数にその後の確定時と比べ大きな誤差があった場合
エ． その他関連業務が粗雑あるいは不誠実と認められる場合 

２０情報の公表について

（１） 公表の対象となる契約
財産の買入れの場合、１６０万円を超える契約

（２） 公表の対象となる契約相手方
次のいずれにも該当する契約相手方

ア. 

（注）

イ. 
（３） 公表する情報

ア. 

イ. 
ウ．

・３分の１以上２分の１未満
・２分の１以上３分の２未満
・３分の２以上

エ． 一者応札又は応募である場合はその旨
（４） 当機構の役職員経験者の有無の確認日：当該契約の締結日とします。
（５） 情報提供の方法

応募者は、「JICA海外向け機材調達の手引き（高額機材）」、機材調達契約約款、契約書案、機
材仕様明細書他附属書類を十分理解してから参加するものとします。
委任状等に虚偽の記載をした場合においては、措置規程に基づき措置を行うことがあります。
落札者が独占禁止法あるいは刑法に定める談合等不正行為を犯し、行政処分または刑が確定した
ときは、落札者は談合等不正行為にかかる違約金として契約金額の１００分の１０を当機構へ支
払うものとします。また、この場合当機構は当該落札者とは契約を締結しません。もし契約締結
後にかかる状況になった場合は、当機構は、契約書に基づき、同上の違約金を徴取するととも
に、該当契約を解除します。
正当な理由なくして次の各状況に該当する場合は、次回以降の入札参加をお断りする場合があり
ます。

当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の３分の１以上を占めていること

契約ごとに、物品役務の名称及び数量、契約締結日、契約相手方の氏名・住所、契約金額等と併
せ、次に掲げる情報を公表します 。

当機構の役員経験者又は当該契約相手方の役員等として再就職している当機構課長相当職以
上経験者の氏名、契約相手方での現在の職名及び当機構における最終職名
契約相手方の直近３ヵ年の財務諸表における当機構との間の取引高
契約相手方の総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合が、次の区分のいずれ
かに該当する旨

契約締結時に所定の様式を提出していただきますので、ご協力をお願いします。
詳細は、次のページをご参照ください。

全品目の梱包才数、危険品及び温度管理品の有無、輸出規制法規による規制該当品の有無につい
て所定の期日までに提出がない場合
危険品及び温度管理品の有無、輸出規制法規による規制該当品の有無、薬品の有効期限の判定に
誤りがあった場合

 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月7日閣議決定）において、独立行
政法人の役職員経験者の契約相手方への再就職の情報や当該法人との間の取引等の情報を公表するこ
ととされたことに伴い、JICAでも同情報の公表を行っています。
つきましては、当機構においてもこれに基づき関連情報を当機構ホームページで公表することとしま
すので、必要な情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、競争に参加していただくようご理
解とご協力をお願いいたします。なお、契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせ
ていただきます。

当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること又は当機構の課長相
当職以上経験者が役員等として再就職していること

役員等とは、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わ
ず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると認められる
者を含む。

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以上
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＜参考様式＞ 
【入札手続に関する様式】 
☐質問様式

【契約締結に関する様式】 
☐最終見積書 
☐内訳書 一括納入用 
☐契約書 船積渡し/仕向地渡し 
☐機材調達契約約款

【契約締結後の提出書類】 
☐支払先口座届出書 
☐輸出貿易管理令等調書 
☐外国製品に関する調書 
☐危険品・温度管理品の確認について 
☐仕様変更届 受注者文書 
☐仕様変更届 製造会社文書 
☐検査願書 
☐輸送書類提出様式・受領書 
☐輸送日程報告カード 

・宛名 ：独立行政法人国際協力機構　契約担当役　理事
・件名 ：マダガスカル国「コメセクター生産性向上及び産業化促進支援プロジェクト」向
け機材
・公告番号：22a00029
・公告日 ：２０２２年４月２７日
・入札日 ：２０２２年６月１４日

様式集

以上の様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→「様
式」「海外向け資機材の調達」「一般競争入札」よりダウンロードできます。

https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/oversea/op_tend.html

なお、宛名に理事名、件名、公告番号、公示日、入札日を記載する様式には、以下の通り
記載してください。
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    機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）

参考銘柄

番  号 機　　材　　名 仕　　　　　　　　　　　　　様 数量

(メーカー名等)

0 総則 （総則）

General 1.　中古品は認めない。

2.　仕様欄において、「程度」と付記された数値は、その数値を

    中心値として、±10％以内の範囲を認める。

3.　電源を必要とする機材の電源仕様は、単相AC220V、50Hz、

    三相AC380V、50Hzであること。但し、各機材の仕様欄に

    電源仕様の記載がある場合にはそれに従うこと。

4.　電源を必要とする機材については、仕様書に記載の有無に

    かかわらず、機材を正常に作動させるために必要とされる

　　資機材（電源ｹｰﾌﾞﾙ、変換ﾌﾟﾗｸﾞ、電圧変換器など）は、当該

　　機材に含めること。

5.　単相の電源ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟは、Cﾀｲﾌﾟであること。納入機材の電

　　源ﾌﾟﾗｸﾞが指定のﾀｲﾌﾟに出来ない場合は、変換ﾌﾟﾗｸﾞの使用

　　を認める。

6.　各機材の（仕様）の中の電源仕様記述部に、「ﾄﾗﾝｽ対応可」

　　または同意味の表現が記載されている機材について、当該

　　機材が現地電源電圧に対応できない場合、ﾄﾗﾝｽの使用を認

　　める。納品者は、当該機材が正常に動作するために必要な

　　定格容量を満たすﾄﾗﾝｽも当該製品に付属して納品すること。

　　また、契約内訳書作成時に個々のﾄﾗﾝｽのﾒｰｶｰ名、型式、

　　型番、および仕様（入出力電圧、定格容量を含む）を明記す

　　ること。

7.　三相電源の機材は、特別に記載がない限り、電源ｹｰﾌﾞﾙの

　　先端は切断端のままで適切な保護処理をすること。

8.　ﾒｰｶｰ設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも当該
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    機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）

参考銘柄

番  号 機　　材　　名 仕　　　　　　　　　　　　　様 数量

(メーカー名等)

0 総則 　　機材の付属品として含めること。

 つづき 9.　機材を設置し、同機材が正常に作動するために必要な資機材

　 （据え付け部材、電源ｹｰﾌﾞﾙ、ﾄﾗﾝｽなど）は、仕様欄に記載が

　　なくとも当該機材に含めること。

1 ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ （仕様）用途：現地研究所(FOFIFA及びSOC)における研究用。

Incubator 　　　　槽内温度設定範囲：室温＋10℃ から 70℃ を含むより

　　　　　　　　　　　　広い範囲

　　　　温度調整精度：　±1℃以内 （at 37℃）

　　　　温度分布精度：　±1℃以内 （at 37℃）

　　　　最高温度到達時間：　約60分（室温＋10℃～70℃）

　　　　内槽：　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

　　　　ﾋｰﾀ：　250W程度

　　　　構造： 2重ｶﾞﾗｽ観察窓付き自然光が内部に入る構造

　　　　温度調節器： P.I.D.制御

　　　　ﾀｲﾏ：　0～999.9時間以上

　　　　温度/ﾀｲﾏ表示：　LEDﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示

　　　　ｾﾝｻ：　K-Thermocouple

　　　　運転機能：　定値運転（ﾀｲﾏ設定によるｵｰﾄｽﾀｰﾄ、

　　　　　　　　　　　　ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ選択）

　　　　操作ﾊﾟﾈﾙ：　入力；ｼｰﾄｷｰまたは同等のﾀｯﾁ式

　　　　　　　　　　　　LED表示；　温度、ﾀｲﾏ

　　　　　　　　　　　　ﾗﾝﾌﾟ表示；　ﾋｰﾀ、温度異常

　　　　　　　　　　    ﾒｲﾝｽｲｯﾁ；　漏電ﾌﾞﾚｰｶ

　　　　安全機構：液圧式独立過昇防止装置、ﾋｰﾀ断線/ｾﾝｻ
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    機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）

参考銘柄

番  号 機　　材　　名 仕　　　　　　　　　　　　　様 数量

(メーカー名等)

1 ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ 　　　　　　　　　　　入力警報、過電流漏電ﾌﾞﾚｰｶ

 つづき 　　　　各表示： 英語

　　　　内容積 ：　55 L 程度

　　　　外寸法：　幅 380×奥行 440×高さ 875mm　程度

　　　　棚板：内部に2段以上の棚板を備える事。

　　　　電源： 単相 AC220V 50Hz 　ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟ； Cﾀｲﾌﾟ

　　　　　　　（ﾄﾗﾝｽ対応可）

　　　　付属品：取扱説明書（仏文、無い場合は英文) (1部/台）

参考銘柄　ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ ICS300 ﾔﾏﾄ科学

　　　　ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ　ICS300 4

標準付属品：

　　　　取扱説明書（英文）（1部/台）

　　　　棚板　（2枚/台）

　　　　棚受　（4本/台）

　　　　転倒防止金具　（1組/台）

2 米麦水分計 （仕様）用途：対象22県及び現地研究所（FOFIFA）４支所用

Rice Moisture Tester　 　　ﾀｲﾌﾟ：手持ち型米麦水分計

　　表示：仏文、無い場合は英文表記 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ

　　電源： 単3乾電池　×４本

　　付属品：取扱説明書（仏文、無い場合は英文) (1部/台）　

【銘柄指定】　米麦水分計　ﾗｲｽﾀ fg512 ｹﾂﾄ科学研究所
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    機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）

参考銘柄

番  号 機　　材　　名 仕　　　　　　　　　　　　　様 数量

(メーカー名等)

2 米麦水分計 　　Riceter fg512 26

 つづき 標準付属品：

　　　　取扱説明書（英文）（1部/台）

　　　　Sample tray  (2個/台)

　　　　Spoon with tweezers　(１個/台）

　　　　Cleaning brush　(1個/台）

        Battery  AA　(4個/台）

        Carrying case　(1個/台)

        Rice husker TR-130 　(1個/台）

        Inspection Certificate  (1部/台）

特別付属品：

        TR-130用 ﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ 26

3 試験用小型採種用脱穀機 （仕様）用途：研究用

Threshing Machine 　　　　表示：英文であるでこと

　　　　電源：AC220V 50Hz 単相　ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟ； Cﾀｲﾌﾟ

　　　　付属品：取扱説明書（仏文、無い場合は英文) (1部/台）

【銘柄指定】　試験用小型採種用脱穀機 R-7 藤森鉄工場

　　　　R-7 4

特別付属品：

　　　　取扱説明書（仏文） 4
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    機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）

参考銘柄

番  号 機　　材　　名 仕　　　　　　　　　　　　　様 数量

(メーカー名等)

4 SPAD計測器 （仕様）用途：研究用

SPAD　Measuring instrument 　　　　表示：本体操作ﾎﾞﾀﾝの表示はｼｰﾙ貼り付けによって英文と

　　　　すること。

　　　　電源：単3アルカリ乾電池　×2本

　　　　付属品：取扱説明書（仏文、無い場合は英文) (1部/台）

【銘柄指定】　葉緑素計　SPAD-502 Plus ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ

　　　　SPAD-502 Plus 4

標準付属品：

　　　　取扱説明書（英文）（1部/台）

　　　　ｽﾄｯﾊﾟｰ 　（1個/台）

　　　　ｽﾄﾗｯﾌﾟ　 （1個/台）

　　　　単3電池　（2個/台）

　　　　ｿﾌﾄｹｰｽ　 （1個/台）

　　　　ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾁｪｯｶ―　（1個/台）

5 自走式脱穀機 （仕様）用途：ﾓﾃﾞﾙｻｲﾄのﾃﾞﾓ圃場用

Threshing machine 　　ｴﾝｼﾞﾝ

　　　ｴﾝｼﾞﾝ：空冷4ｻｲｸﾙ　OHV　ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ

　　　排気量： 0.296L 程度

　　　定格出力： 4.4kW　または 6.0PS 以上/1,800rpm

　　　燃料ﾀﾝｸ容量：6L 程度

　　走行部　

　　　ｸﾛｰﾗｰ：幅180㎜程度、接地長700㎜程度

　　　平均接地圧：13 kPA　程度
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    機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）

参考銘柄

番  号 機　　材　　名 仕　　　　　　　　　　　　　様 数量

(メーカー名等)

5 自走式脱穀機 　　　変速段：前進2段、後進1段

 つづき 　　脱穀部

　　　こぎ胴：径420mm程度、幅400mm程度

　　　こぎ胴回転速度：　500rpm以上

　　　選別方法：　揺動、圧風（唐箕）、吸引

　　機体寸法・重量

　　　全長：　作業時 2,700㎜程度　格納時 2,200㎜程度

　　　全幅：　作業時 2,400㎜程度　格納時 1,100㎜程度 

　　　全高：  作業時 1,200㎜程度　格納時 1,300㎜程度 

　　　機体重量：340㎏程度

　　付属品：

　　　予備部品（2年間分の推奨予備部品）（1式/台）

　　　取扱説明書（仏文、無い場合は英文または和文)(1部/台）

参考銘柄　PKG85V ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘ

　　　　PKG85V 2

標準付属品：

　　　　取扱説明書（仏文、無い場合は英文または和文)

特別付属品：

　　　　純正部品Vベルト　B35　 25123-003501 2

　　　　純正部品Vベルト　C149  25124-014900 2

　　　　純正部品Vベルト　A48   25122-004802 2

　　　　純正部品Vベルト　B55H  25123-005501 2
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    機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）

参考銘柄

番  号 機　　材　　名 仕　　　　　　　　　　　　　様 数量

(メーカー名等)

6-13 欠番

14 自動石抜き機 （仕様）用途：ﾓﾃﾞﾙｻｲﾄのﾃﾞﾓ圃場用

Stone picker 　機能：　石抜き、砕米選別、白米選別

　構造：　ｽｸﾘｰﾝ交換が可能な構造

　表示：  英語表記

　電源： 単相 AC220V 50Hz 　ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟ； Cﾀｲﾌﾟ

　　　　　　　（ﾄﾗﾝｽ対応可）

　付属品：取扱説明書（仏文、無い場合は英文）（1部/台）

　　　　　ｽｸﾘｰﾝ交換の要領を含む

【銘柄指定】　ﾋﾟｯｸｽﾄｰﾝ GA10RA ｻﾀｹ

　　ﾋﾟｯｸｽﾄｰﾝ GA10RA(2)/1GAPRAA01 2

標準付属品：

　　取扱説明書（英文）（1部/台）

    ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文）（1部/台）

特別付属品：

　　ｽｸﾘｰﾝ　2.1㎜　１GALRAA05 2

    ｽﾄｯﾊﾟｰ　B244610152 4

　　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ（本体用）　B244540405 4

　　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ（投入部用） B244540208 2

　　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ（砕米抜部用） B244560520 8

　　Vﾍﾞﾙﾄ BFD11M040 2

　　ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾏｰ  1Y9602413001 2

　　ﾄﾗﾝｽ用ﾌﾟﾗｸﾞ付きｺｰﾄﾞ BFX960240201 2
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    機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）

参考銘柄

番  号 機　　材　　名 仕　　　　　　　　　　　　　様 数量

(メーカー名等)

15-16 欠番

17 通訳用ｲﾝｶﾑ送・受信機 （仕様）用途：英・仏・ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ語会議時の同時通訳用

Intercommunication set 　　　　　ﾜｲﾔﾚｽｲﾝｶﾑ携帯型送信機及び受信機

　送信出力：　1mW 程度

　送信周波数：322.025～322.150 MHｚ,322.250～322.400 MHz

　　　　　　　を含むより広い範囲、25kHz間隔 13ﾁｬﾝﾈﾙ以上

　電源：単3ｱﾙｶﾘ乾電池　または単3充電式電池 1本

　受信機：送信機から送信された音声を受信できること。

　受信周波数：322.025～322.150 MHｚ,322.250～322.400 MHz

　　　　　　　を含むより広い範囲、25kHz間隔 13ﾁｬﾝﾈﾙ以上

　受信機音声出力：　ｲﾔﾎﾝ出力 4mw 程度

　受信機は送信機と同ﾒｰｶｰ製であること。

　付属品：携帯型送信機用接話ﾏｲｸ、

          携帯型受信機、携帯型受信機用耳掛型ｲﾔﾎﾝ、

　　　　　単3 ｱﾙｶﾘ乾電池(12本入り/ﾊﾟｯｸ)、

　　　　　取扱説明書(仏文、無い場合は英文または和文)(1部/台)

参考銘柄　携帯型送信機　WM-1100 TOA

　ﾜｲﾔﾚｽｶﾞｲﾄﾞ携帯型送信機　WM-1100 1

標準付属品：

　送信機取扱説明書（和文）（1部/台）

　送信機ﾃｽﾄ用単3乾電池　(1本/台）

　送信機用首掛けｽﾄﾗｯﾌﾟ　(1個/台)

  送信機用設定用ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ　（1本/台）
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    機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）

参考銘柄

番  号 機　　材　　名 仕　　　　　　　　　　　　　様 数量

(メーカー名等)

17 通訳用ｲﾝｶﾑ送・受信機 特別付属品：

 つづき 　接話ﾏｲｸ　YP-M201 1

　携帯型受信機　WT-1100　( ﾃｽﾄ用単3乾電池・首掛けｽﾄﾗｯﾌﾟ・ 5

　　           設定用ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ・取扱説明書(和文)各1個/台を含む)

　耳掛型ｲﾔﾎﾝ　YP-E401 5

　単3 ｱﾙｶﾘ乾電池　(12本入り/ﾊﾟｯｸ) （運用 6本＋交換用6本） ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 1
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    機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）

参考銘柄

番  号 機　　材　　名 仕　　　　　　　　　　　　　様 数量

(メーカー名等)
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         Technical Specifications

Ref er ence br and

No. Name of  Equi pment Speci f i cat i on Q'ty

( Manuf act ur er )
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梱包条件書 

 

1 マーキング 

 梱包ケースの両サイドには、下記のマークをつけること。 

 

(1)ケース・マーク（黒字） 

1)海上輸送 

（JICA Madagascar） 

    

(Toamasina, Madagascar)  

（インボイス番号） 

C/No. （ケース番号/ケース数） 

 

 2) 航空輸送 

（JICA Madagascar） 

    

(Antananarivo, Madagascar)  

（インボイス番号） 

C/No. （ケース番号/ケース数） 

 

(2)サイド・マーク(赤字) 

（仏語）COOPERATION TECHNIQUE PAR LE GOUVERNEMENT DU JAPON 

 

(3)CAUTION/CARE MARK(TOP MARK等)  

 運送途中で取扱注意が必要な場合は、関連マーク（FRAGILE, HANDLE WITH 

CARE, THIS WAY UP, CENTER OF GRAVITY等）を見やすい位置に貼付。危険物が

ある場合は、安全な梱包とし、危険物である旨マークを貼付すること。温度管

理品がある場合は、温度管理品である旨マークを貼付すること。 

 

(4)注意事項 

① 輸送中での盗難防止のため、梱包ケースにはメーカー名やメーカーのマー

ク、MADE IN JAPANの標記等をつけないこと。 

② 梱包ケース毎にパッキングリストを作成し、パッキングリストに記載する
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ケース番号と実際のケースに付けるケース番号・内容品は一致させるこ

と。 

③ 梱包ケース内の各々の包装箱・袋には、契約書中の内訳明細書の該当する

アイテム番号を付すこと。 

 

 

2 梱包条件 

以下のとおりとすること。 

ア 海上輸送・航空輸送の共通事項 

(1) 仕向地にて大型フォークリフト等がない場合を考慮し、一梱包の重量は単

品を除きできるだけ500kgを超えないようにすること。 

(2) その上で、フォークリフトによる積卸しを想定して、梱包ケースには、滑

材、すり材をつけること。 

(3) 各個の重量、容積を平均化し、梱包ケース内には緩衝材を入れて、中の資

機材が動揺しないようにすること。また、梱包ケースには必要に応じて重

心位置を示すこと。 

(4) 危険物は、国連で定められた輸送用容器（包装・梱包方法）で輸送するこ

と。 

(5) 免税通関が完了するまで屋外の保税蔵置場に置かれることもあるため、中

の資機材が雨水で濡れないよう必要に応じ防水処理を行い、結露による錆

びを防ぐための乾燥剤の封入などの対応をすること。 

(6) 精密機械や有効期間があるもののような特別配慮を要する資機材について

は、メーカーと相談し、メーカーが機材の特性から本梱包条件書と異なる

梱包方法を提案する場合は、それを採用すること。 

(7) 付属品を含む機材は、本体と付属品を原則同じ梱包ケースに含めることと

し、開梱時に機材を容易に判別できるよう配慮すること。 

 

イ 海上輸送梱包 

(1) 長期間の海上輸送に適した堅牢かつ取扱上便利な梱包であること。そのた

め、原則として、合板密閉梱包とする。梱包に使用する合板は、JAS規格の

普通合板とすること。ただし、機材によっては厳重梱包が必要な場合やパ

レット梱包、すかし梱包またはスチール梱包等が良い場合もあるので、メ

ーカーと相談のうえ適切な梱包とすること。 

(2) 木材梱包とする場合は、次の条件によること。 

①原則としてJIS Z 1402以上の規格の木箱密閉梱包とする。 

②重量が500kg以上かつ長さ15ｍ、幅5ｍ、高さ5ｍ以内の場合は、JIS Z 

1403以上の規格の枠組箱密閉梱包。 

③仕向地により国連公表の国際基準（ISPM NO.15）に基づき熱処理・燻蒸な
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どの必要な処理を行った木材を使用すること。 

(3) 必要に応じ、梱包ケースの側板の上下又は中間、及びふた板の両サイド又

は中間に、胴桟を打ちつけること。 

(4) 梱包ケースは、必要に応じ、帯鋼、すみ金、かど金により補強すること。 

(5) 電気機器、精密機械、その他特別配慮を要する機材については、真空バリ

ア梱包とすること。 

(6) コンテナによる輸送の場合、20フィートまたは40フィートコンテナの内法

寸法に配慮し、コンテナに納めたときに無駄の少ない大きさで各梱包ケー

スをまとめること 。 

(7) FCLの場合は、その中の貨物は段ボール箱でもよい場合もあるが、LCLの場

合は、合板密閉梱包又は木材梱包とすること。 

(8) 内陸輸送に当たって海上輸送用の梱包ケースを解体する場合に備え、各々

のアイテムの包装をダブルカートン強化段ボール箱等内陸輸送に耐えられ

るものにしておくこと。 

 

ウ 航空輸送梱包 

(1) 原則としてダブルカートン強化段ボール箱梱包とすること。 

(2) 原則として高さ160cm以内かつ長さ・幅・高さの合計が250cm以下とし、外

装を含めた総重量は1個500kg以下とすること。 

(3) 航空会社は最大高さ3mまでの段積みを行うため、下段に積まれた貨物は、 

上段の貨物の自重に加え、航空機が運航中に受ける荷重(通常2G程度)も合

わせて受けることになるので、充分な強度を持った段ボール（JIS Z 1506

及びJIS Z 1516の規格を満たす複両面段ボールまたは複々両面段ボール）

により、かつ JIS Z 1507の規格を満たす形状の箱とすること。上面には

充分な強度を持たせ、かつ平坦な形状となるように梱包すること。 

(4) 高さ160cmを上回る場合、長さ・幅・高さの合計が250cmを上回る場合、ま

たは外装を含めた総重量が1個500kgを上回る場合は、海上輸送用梱包の条

件に基づく合板密閉梱包又は木材梱包とすること。 

(5) 気圧の変化に耐えられるように梱包すること。 

(6) 危険物の場合は、ICAO、IATA等の規則に従うこと。 

(7) 温度管理品（冷蔵品、冷凍品）は、保冷剤やドライアイスなどを適切に利

用すること。 

 

 

以上 
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輸送条件書 

 

１ 業務内容 

（１）仕向港/到達地空港までの輸送手配 

（２）仕向国輸入通関時に必要な書類（領事査証、原産地証明等）の確認と取得

手配 

（３）輸出貿易管理令等にかかる取引審査・該非判定、米国再輸出規制にかかる

該当品の有無の確認、及び、該当品がある場合の輸出許可取得手続き 

（４）船積書類（B/L、Air Waybill、インボイス、パッキングリスト等）の作成 

（５）輸出通関手続き 

（６）危険品がある場合の諸手続き 

（７）温度管理品がある場合、輸送中（通関手続き中、内陸輸送中含む）の温度

管理に留意すること。 

（８）貨物海上保険付保 

（９）経由国を通過するための諸手続き 

（10）上記に付随する業務 

 

２ 輸送条件 

（１）船積港/出発地空港： 日本国内港/空港（受注者の手配による） 

（２）仕向港/到達地空港 マダガスカル国 

海上輸送： トアマシナ（タマタブ）港 

航空輸送： アンタナナリボ国際空港 

（３）輸送対象機材 

海上輸送： 機材番号５ 自走式脱穀機 

航空輸送： 機材番号５ 自走式脱穀機を除く全アイテム 

（４）業務の範囲 

仕向港/到達地空港における荷卸しまで 

（５）安全かつ迅速な輸送 

受注者は、仕向港/到達地空港に至るまで、安全かつ迅速な輸送を手配し

なければならない。 

海上輸送にあたっては、受注者は原則次の条件を満たす船舶を手配しな

ければならない。 

(ア) 船齢は１５歳以下 

(イ) 国際船級協会連合（IACS）の正会員または準会員の船を 

を有していること 
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(ウ) 国際総トン数１０００トン以上 

（６）積替え条件 

途中経由地での積替えは原則的に禁止する。ただし、輸送事情等やむを得

ない理由で積替えする場合は、認めることとするが、貨物海上保険料等の

追加分が発生する場合については、受注者の負担とする。 

（７）発注者又は荷受人の責任と費用負担で行う事項 

① 相手国における輸入通関手続き 

受注者は荷受人の輸入通関手続きを側面支援し、免税手続きが速やか

に行なえるよう必要書類を遅滞なく提出すること。 

② 仕向港/到達地空港から仕向地までの陸上輸送 

 

３ 貨物海上保険 

発注者が締結している包括予定保険 Open Policy に基づき、発注者を被保険

者、受注者を保険契約代行者として、発注者の特約条件による貨物海上保険を、

以下の期間で付保すること。なお、船積完了から保険が適用される。 

海上輸送の場合： 仕向港荷揚げ後 90日 

航空輸送の場合： 仕向空港荷揚げ後 30日 

 

４ 輸送書類 

（１）必要書類と部数 

受注者は、以下の書類が発行され次第、発注者に速やかに提出すること。 

（航空輸送の場合、原則として出発予定日の 14営業日前までに①②③⑪

を提出のこと。）。 

 提出書類名 海上輸送 航空輸送 

① 海上輸送：Bill of Lading * 正 3部、写 3部  

① 航空輸送：Air Waybill  正 1部、写 2部 

② Invoice ** 正 6部 正 3部 

③ Packing List 正 6部 正 3部 

④ 保険証券/Marine Cargo Policy 正 2部、写 1部 正 2部、写 1部 

⑤ 海上保険料請求書／Debit Note 正 2部 正 2部 

⑥ 検量証明書*** 正１部、写 5部 不要 

⑦ 原産地証明書 正１部、写 5部 正 1部、写 1部 

⑧ 領事査証 必要に応じて 必要に応じて 

⑨ 梱包材熱処理証明書等**** 必要に応じて 必要に応じて 

⑩ 木材証明書 必要に応じて 必要に応じて 

⑪ 輸送日程報告カード（予定） 正１部 正 1部 
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⑫ 輸送日程報告カード（確定） 正 2部、写 1部 不要 

⑬ 輸送日程報告カード（到着） 正１部、写 2部 正１部、写 2部 

⑭ 輸出許可通知書 正 3部 正 3部 

* B/L は荷受人宛の船積港/出発地空港から仕向港/到達地空港までの一

貫した輸送責任を有する運賃払込済み無故障船荷証券 Clean B/L とす

る。 

** 書式は受注者のものを使用すること。荷受人宛として受注者署名入り

とすること。 

*** 海上輸送の場合、日本海事検定協会あるいは新日本検定協会による検

量を行い、検量証明書を提出すること。 

**** 経由地で必要な場合は取り付けること。 

 

 

（２）船積書類記載事項  

（Consignee)  

JICA MADAGASCAR 

IMM FITARATRA 7EME ETAGE SUD,ANKORONDRANO,101 ANTANANARIVO 

Tel : +261 20 22 300 13 

Fax : +261 20 22 300 19 

（Notify Party)  

JICA MADAGASCAR 

IMM FITARATRA 7EME ETAGE SUD,ANKORONDRANO,101 ANTANANARIVO 

Tel : +261 20 22 300 13 

Fax : +261 20 22 300 19 

 

（Shipper) 受注者とする。ただし、on behalf of JICAと追記すること。 

 

（その他) 

以下の文言を記入すること。 

“The above mentioned equipment is to be donated under Technical 

Cooperation by the Government of Japan.”  

 

５ 注意事項 

クーリエ便（国際宅配便）にて機材を輸送することは不可とする。 

 

以上 

25


	入札説明書_22a00029_rev
	入札説明書_22a00029

	別紙3_入札説明書_ 電子入札2107131rev
	入札説明書_22a00029_rev
	入札説明書_22a00029_rev
	機材仕様明細書
	１　機材仕様明細書_0419　修正済 SY
	Sheet1
	仕様書枠
	仕様書枠 (英)

	２　梱包条件書_0419matsu
	３　輸送条件書





